
 地域連携薬局について  

地域連携薬局は、以下の構造や機能を有していることから、 

薬局をご利用いただく皆様に対して、より質の高いサービスの提供を行っています。 

 

〇 薬局利用者のプライバシーに配慮した、相談しやすい構造設備となっています。 

〇 車いすで薬局をご利用いただける構造となっています。トイレも車いすで利用できます。 

〇 地域の医療機関や介護施設と日常的に連携をとることで、地域包括ケアシステムに貢献しています。 

〇 薬局閉局時でも、いつでも電話で薬剤師と相談していただける体制をとっています。 

〇 薬剤師による在宅訪問指導を行っています。 

〇 全国どこの医療機関からの処方せんにも対応できるように、医薬品の安定供給体制をとっています。 

〇 在宅での注射薬など、無菌調剤が必要な処方せんに対応しています。 

〇 癌患者等の緩和ケアに対する処方せんに対応し、必要な指導を行います。  

〇 自己血糖測定器など、高度管理医療機器の販売を行っています。 

〇 地域包括ケアシステムの研修を修了した薬剤師が勤務しています。 

〇 医薬品による副作用情報を収集し、厚生労働省に報告することで、安全な薬物療法に取り組んでいます。 

〇 調剤過誤を起こさないために、医療安全の向上に努力しています。 


